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評価の趣旨について

景観計画の目的
「人々の心象（イメージ、価値・魅力）を軸に空間づくり
を進め、市民・事業者とともに協力して良好な景観ま
ちづくりを進め、まちへの愛着を育むこと」

景観計画

平成３１年１月に
施行

趣旨：景観計画の総括評価・基礎調査を行い、
改定について検討する
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これまでの主な取り組み

年度 主な実施事業

H30年度
・鉄砲道の整備完了
・景観計画改定施行

R1年度 ・つくろう小出のシンボルマーク

R2年度
・伝えよう！旧和田家
・市道0121（鉄砲道）号線を景観重要公共施設に指定
・茅ヶ崎駅南口公共サイン整備工事

R3年度
・下寺尾・堤地区公共サイン整備工事
・屋外広告物条例改正・施行

R4年度
・景観計画中間評価を実施
・浄見寺周辺をちがさき景観資源に指定

R5年度 ・駒寄川を景観重要公共施設に指定

R7年度
・えぼし岩をちがさき景観資源に指定
・バナーフラッグガイドライン作成
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評価の仕方の流れ

景観まちづくり審議会委員による意見聴取
市の作成案に対して意見シートを記入

事務局が意見を受けて最終評価（案）を作成

最終評価（案）について景観まちづくり審議会へ諮問

次期景観計画改定へ評価内容を反映

事務局による評価（案）の作成

①実施事業の評価 ②茅ヶ崎らしさについて

③定点観測による評価

⑤景観満足度アンケート調査

＋αの調査

④過ごし方調査

⑥景観の変化を比較
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①実施事業の評価

茅ヶ崎市景観計画実施事業評価の対象事業

景観計画に記載のある
評価対象事業
【計１９事業】

実施が景観計画のスケジュールに位置付けられた
事業への取り組みを評価
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①実施事業の評価
進行管理表

評価対象事業の概要
について記載

実施状況について記載

期末評価を記載

今後の予定を記載

前期評価の結果を記載

付帯する取組の実施
について記載
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②茅ヶ崎らしさについて

茅ヶ崎のイメージや関わりが深い要素に変化があったのかを
産業観光課「茅ヶ崎らしさ」調査等を用い確認を行う

平成31年

景観が守られて
いるか評価

10年後

毎年同時期
に撮影

景観ポイント ３２か所
眺望点 １５か所

③定点観測 ④過ごし方調査

香川駅前公共サイン調査

博物館周辺調査

道の駅調査

基
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②茅ヶ崎らしさについて ６



現景観計画がどれぐらい影響を与えたのか・今後どのように景観を考えていくか調査
→今後の改定案にも活用します

⑤景観満足度アンケート調査 ７



策定時

特別景観まちづくり地区の変化について

景観まちづくりアドバイザー協議を行った施設について

現在

現在
策定時

景観計画策定時と現在の様子を比べて評価します。

⑥景観の変化の比較 ８
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〇意見集約

〇最終評価
（案）作成

■審議会・諮問
事務局の評価（案）
を審議

景観計画の期末評価のスケジュール(案）

■審議会・報告
評価の仕方について
報告

■審議会・諮問
事務局の評価（案）
を審議

アンケート調査

意見記入

■審議会・諮問
事務局の評価（案）
を審議

■審議会・諮問
最終評価
（案）を
諮問・答申
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〇意見集約 〇意見集約


